
 

 

 

２００９年２月２７日 

各位 

株式会社コーエー 

 

ニンテンドーＤＳ用機器に対する差止訴訟に関する東京地裁判決について 

 

 株式会社コーエー（本社：神奈川県横浜市、代表取締役執行役員社長：松原健二）は、

ニンテンドーＤＳ（ニンテンドーＤＳＬｉｔeを含む）で起動するゲーム・プログラムを開

発・販売している任天堂株式会社及びその他のソフトメーカー５３社と共に、「Ｒ４ Ｒｅ

ｖｏｌｕｔｉｏｎ ｆｏｒ ＤＳ」に代表される機器（いわゆる、「マジコン」と呼ばれる

機器）を輸入・販売していた複数者に対して、不正競争防止法に基づく同行為の差止等を

求める訴訟を、東京地方裁判所に提訴しておりました（平成２０年（ワ）２０８８６号）。 

 

 上記に関しまして、本日、東京地裁より、当社および各社の主張を認める旨の判決が下

されました。本判決は当社等の主張の正当性が認められたものであり、妥当な判決である

と認識しております。 

 

 当社およびソフトメーカー各社は、同種同等のいわゆる「マジコン」と呼ばれる機器に

対して、今後も継続して断固たる法的措置を講じる所存です。 

 

 

以上 

＜本件に関する問い合わせ先＞ 

  株式会社コーエー 

  法務課 保坂・桜井 

  電話番号：０４５－５６４－１１５１ 

 

[[[[被告被告被告被告]]]]    

社名 所在地 代表取締役 

嘉年華株式会社 東京都文京区 鄭 蓬 莱 

夏黎株式会社 東京都板橋区 曹 悦 

株式会社カミヨコ 神奈川県横浜市中区 王 越 鳴 

株式会社ＤＩＧＩＴＡＬＮＡＶＩＧＡＴＯＲ 東京都千代田区 巽康一郎 

株式会社クリエイティメイト 東京都千代田区 陳 嘉 雄 
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